
自動車税種別割は金融機関、自動車税事務所、各県税事務所（窓口センターを除く）のほか、

次の納付方法があります。

納税通知書ウラ面に記載のある PayB　PayPay　LINE Pay　で

コンビニで納付できます。 バーコードを読み取って納付するこ

印字された金額欄の修正はでき とができます。

ません。 ◆領収書は発行されません。

納税通知書の下部に記載しているクレジットカード納付用の「納付番号・確認番号」

が必要となります。VISA　MasterCard　JCB　American Express　ダイナース がご利用

になれます。（決済手数料がかかります。詳細は上記サイトにてご確認ください。）

金融機関のATMや、ネットバンキング(※)で納付することができます。

※事前に取扱金融機関とネットバンキング契約等の手続きが必要です。

ペイジーで納付される場合は、収納済通知書の上部記載の「収納機関番号・納付番号・確認

番号・納付区分」が必要となります。

ご利用いただけるATMやPay-easy（ペイジー）の詳細は、ペイジーのホームページを

ご覧ください。

＊新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、非対面で納付可能なキャッシュレス納付のご利用を

　ご検討ください。

納税通知書の右側にある納税証明書の収納済印欄に領収印等が押印されることにより、

納税証明書としてご使用いただけます。

キャッシュレス決済で納付いただいた場合は領収証書が発行されません。

以下の条件を満たす自動車に限り、後日納税証明書（圧着はがき）を送付します。

納付されてから納税証明書がお手元に届くまで２～３週間程度かかります｡

早期に納税証明書が必要な場合は､金融機関の窓口やコンビニでご納付ください。

・納税証明書の有効期限は、来年度の自動車税種別割の納期限の前日（令和５年５月３０日）です。

・納税証明書欄に「***」印がある場合（前年度以前に未納等があるもの）は、納税証明書として使用でき

ません。この場合、ペイジー・スマホアプリ・インターネットを利用したクレジットカードで納付されて

も、納税証明書は送付されません。

【問い合わせ先】 【住所】 〒639-1184 大和郡山市満願寺町60-1

【電話】 0743－51－0081

【FAX】  0743－54－3232

納税証明書（継続検査･構造等変更検査用）について　

自動車税種別割の納付について

奈良県自動車税事務所　自動車税第一課

コンビニで納付 スマホアプリで納付

インターネットを利用したクレジットカードで納付

F-REGI公金支払いサイト https://koukin.f-regi.com/fc/nara_pref/

Pay-easy（ペイジー）で納付

金融機関の窓口・コンビニで納付される場合

スマホアプリ／クレジットカード（インターネット利用）／Pay-easy（ペイジー）で納付される場合

証明書

□納期限までに納付がされていること

□来年の６月３０日までに車検有効期間が

満了する自動車であること

□前年度以前に未納等が無いこと

後日、納税証明書

（圧着はがき）を

送付します。

ご注意ください！

https://www.pay-easy.jp/


